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 【今月の格言】 

『最大の名誉は決して倒れないことではない。

倒れるたびに起き上がることである。』 

〔孔子（春秋時代の哲学者・儒学の祖）〕 

 

 

 

   
平成２７年５月１３日、ふれあいセンター２階講座室にて、藤井寺市ボランティア連絡 

会の総会が行われました。今年で、連絡会設立１５年目になりました。また今年は改選

の年で、話し合いの結果、新しい役員が決りました。 

 新しく、役員になられた方は、これから２年間よろしくお願いします。 

総会では、引き続き会長に選ばれた松田会長の挨拶に始まり、社協の植田会長の挨拶

の後は、昨年度の会計報告・事業報告・決算報告、今年度の事業計画が、新旧の役員さ

んから報告されました。 

その後、小休憩をはさみ、「みんなで歌おう！」のコーナーでは、ボランティアグルー

プ「唄ってバンド」の演奏で、「いきいき歌体操藤井寺グループ」・「手話サークルふじい

でら」・「お手玉サークル遊」が協力しながら、 

踊りや演舞を取り入れて盛り上げて 

おられました。当日は、昨年度の総会 

よりも 10 名以上参加者が多く、盛り上 

がりました☆（参加者数：50 名） 

 今年も、交流会や研修会を通して、 

連絡会に所属する１４団体の相互の 

交流を深め、藤井寺市内のボランテ 

ィア活動を推進していきたいと思います。 

 

http://www.fujiidera-shakyo.net/
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◎待機児童って？ 
主に認可保育所への入所申請がなされていて、入所条件を満たしているのにもかかわ

らず、保育所へ入所できない状況にある児童のことをいいます。 

保育所は児童福祉法に基づいて、保護者が仕事や病気などのため、家庭で保育が行え

ない“保育に欠ける乳幼児”を保育することが目的となっています。したがって、誰で

も保育所へ子どもを預けられるというわけではなく、市町村ごとに定められた入所要件

を満たした家庭のみが子どもを預けることができるのです。 

 

【藤井寺市の保育所入所要件】 

1. 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。 

2. 昼間に居宅内で該当児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている

こと。 

3. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 

4. 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること。 

5. 長期にわたり疾病の状態にある又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常

時介護していること。 

6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

7. 市長が認める前各号に類する状態にあること。 

◎待機児童の状況 

 
少子化により、子どもの人口は減少してきていますが、保育所全体の利用率（□のグ

ラフ）は毎年増加傾向にあるのがわかります。それと並行するように、待機児童数（棒
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グラフ）も増加しています。また特徴として、３歳未満時の利用率（△のグラフ）から、

３歳未満時の保育所利用率が低く、待機児童数が多くなっていることがわかります。 

平成２５年４月１日調査の藤井寺市の待機児童数は１４名、２４年は４名、２３年は

１７名で、０歳、１歳、２歳が、最も待機児童が発生する部分になっています。 

◎待機児童解消に向けて 
 待機児童問題の原因は核家族化や女性の社会進出など様々な要因を含んでいますが、

今回は一般の認可保育所以外の様々な施設や事業を紹介していきます。 

１．認可外保育所 

市町村の認可を受けていない保育所。原則、保育所と保護者の直接契約となり 

ます。 

 

２．小規模保育所 

定員２０～６０人未満の保育所で、主に３歳未満の子どもを対象としている。 

 

３．ファミリーサポートセンター 

会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等、育児に関する互 

助援助を行うもの。預かる家庭で保育するもの（家庭的保育型）と依頼する家庭

で保育するもの（在宅保育型）がある。 

 

４．事業所内保育施設 

企業などが職場の労働力確保と福利厚生サービスの一環として企業の建物等の

一部を使用して行っている保育サービス施設。利用は、企業・事業所の関係者に

限られている。 

 

５．駅型保育施設 

    駅から概ね 5分に位置するという利便性とともに、例えば駅ビルの屋上緑化ス

ペースを保育園の遊び場としても利用するなど、子どもたちが長時間過ごすこ

とに配慮した保育環境を整えている。 

 

６．ベビーホテル 

夜間（概ね２０時以降）に及ぶ保育、あるいは宿泊を伴う保育を行うことがで  

きる認可外保育所の通称。 

 

７．ベビーシッター 

乳幼児や学童期を対象に児童の居宅や指定された場所において保育を行い、世 

話をする。 
<参考文献> 

・山縣文治、柏女霊峰『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房、2013年 4月 

・厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/ 

・大阪府 HP http://www.pref.osaka.lg.jp/ 
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                     (連絡先） 

 TEL：０７２－９３８－８２２０ 

                        MAIL：fureai@silver.ocn.ne.jp 

        

       のコーナー 

  

このコーナーは、施設・団体のボランティア募集の掲載コーナーです。イベントの際

など、ボランティア募集したいと考えておられるご担当者の皆さん。是非、この機会に、

一度ボランティアセンターまで、お気軽にご相談してみませんか？ 

 皆様からの、ご連絡お待ちしています。       （連絡先は、右上に記載） 

 

歴史上の人物（社会福祉分野）⑭ 

 

           

         生存レベル最低限の貧困線を確立させ、ヨーク     

市の貧困調査を 1899年に行ない、調査の結果は、    

貧困の存在を明らかにして当時の社会に大きな影響

を与えた。その貧困測定の基準は生存最低限の貧困

線で、後々まで貧困測定に使われることなった。 

大人の塗り絵コーナー（山と水と菖蒲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.geocities.jp/mimi9618/ 

【開所時間】月～金曜日（土・日・祝除く） 午前９時～午後５時３０分 

 


